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【【【【表示表示表示表示がががが問題問題問題問題となりやすいとなりやすいとなりやすいとなりやすい「「「「食品食品食品食品」」」」とはとはとはとは？】？】？】？】    

 

医薬品や食品のうち健康機能食品については、法律で

厳しく表示が規制されています。また一般食品でも、

原材料名・賞味期限または消費期限・保存方法・内容

量の表示は明確な規制があります。 

一方、健康食品健康食品健康食品健康食品およびおよびおよびおよび加工食品加工食品加工食品加工食品のののの「「「「効果効能効果効能効果効能効果効能にににに関関関関するするするする

表示表示表示表示」」」」については、見解が分かれるなど実際の広告で

も多くの問題事例が挙がっています。そもそも「健康

食品」は法的定義がありません。 

「からだいいこと」をどのように、どこまで表現でき

るのか････食品の広告を作成する際には悩ましいと

思います。 

今回は、順に加工食品・健康食品の広告表現について、

具体例を交えながら考えていきたいと思います。 

 

【【【【加工食品加工食品加工食品加工食品・・・・このこのこのこの表現表現表現表現はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか？？？？】】】】    

新商品新商品新商品新商品オレンジジュースのオレンジジュースのオレンジジュースのオレンジジュースの販売販売販売販売をををを開始開始開始開始しまししまししまししましたたたた！！！！    

①①①① ラベルにラベルにラベルにラベルにオレンジのオレンジのオレンジのオレンジの輪切輪切輪切輪切りイラストりイラストりイラストりイラストをををを載載載載せせせせましたましたましたました。。。。    

    「「「「景品表示法第景品表示法第景品表示法第景品表示法第４４４４条条条条３３３３項項項項」」」」違反違反違反違反です。 

輪切りやしずく入りのイラスト・写真は果汁 100％の

ジュースにしか使えません。果汁 80%のソフトドリン

クに使用すると、おいしくおいしくおいしくおいしく見見見見せすぎせすぎせすぎせすぎということで誇大誇大誇大誇大

表現表現表現表現になってしまうのです。この商品には立体感のあ

るイラストをつかうことは許されています。また「ジ

ュース」は果汁 100％の飲み物にしか使えません。 

②②②② 「「「「ビタミンたっぷりビタミンたっぷりビタミンたっぷりビタミンたっぷり、、、、新感覚新感覚新感覚新感覚」」」」というキャッチコというキャッチコというキャッチコというキャッチコ

ピーをピーをピーをピーを採用採用採用採用しましたしましたしましたしました。。。。    

 

「「「「健康増進法第健康増進法第健康増進法第健康増進法第 32323232条条条条のののの２２２２」」」」違反違反違反違反の可能性があります。 

健康増進法に基づく「栄養表示基準」に、「たっぷり」

と表現できる基準値が規定されています。また「ビタ

ミン」という総称を使うにはビタミン 13 種について

基準を満たす必要があり、ほとんどの食品では不可能

な現状です。 

●●●●普段使普段使普段使普段使っているっているっているっている「「「「言葉言葉言葉言葉」」」」のののの法律上法律上法律上法律上のののの定義定義定義定義をををを理解理解理解理解し、

商品の魅力を表現する必要がありますね。 

【食品の広告表示には様々な規制があります】 
 規制の枠内で、食品の魅力をどのように伝えたらよいのか？考えていきましょう。 

         ↓ 

「広告表示」はお客様の購入の意思決定を左右します。 

「「「「表示表示表示表示」」」」すべき内容の規制を理解し、正しい情報をお客様に伝え 

 理解した上での購入を促す「「「「表現表現表現表現」」」」を考えることが必要です。 
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【【【【健康食品健康食品健康食品健康食品・この・この・この・この表現表現表現表現はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか？】？】？】？】    

美美美美肌効果肌効果肌効果肌効果のあるサプリメントをのあるサプリメントをのあるサプリメントをのあるサプリメントを発売発売発売発売しますしますしますします。。。。    

すべて「薬事法薬事法薬事法薬事法」の規定をみていくことにします。 

以下のようなキャッチコピーはどうでしょうか？ 

①①①① おおおお肌肌肌肌のののの老化老化老化老化をををを予防予防予防予防しますしますしますします。。。。    

②②②② 美肌美肌美肌美肌をををを目指目指目指目指すあなたにすあなたにすあなたにすあなたに！！！！    

③③③③ ○○○○○○○○教授教授教授教授がががが効果効果効果効果ありとありとありとありと絶賛絶賛絶賛絶賛！！！！    

④④④④ １１１１日日日日３３３３回飲回飲回飲回飲むだけでむだけでむだけでむだけで効効効効くくくく！！！！    

⑤⑤⑤⑤ 日本一日本一日本一日本一のサプリメントのサプリメントのサプリメントのサプリメント    

                                

実はすべて薬事法違反薬事法違反薬事法違反薬事法違反の可能性があります。 

医薬品と間違えられない表現は難しいですが、以下の

ように直せば問題ないかもしれません。 

① 特定部位に作用するかのような表現が問題です。 

「ハリとうるおいのある生活を････」一般生活一般生活一般生活一般生活をををを

連想連想連想連想させるさせるさせるさせる表表表表現現現現はどうでしょうか？ 

② 「美肌・美白」は医薬品的な表現と判断された例

があります。「美容」なら一般的一般的一般的一般的なななな健康健康健康健康のののの表現表現表現表現でし

ょう。 

③ 伝聞調、有識者談、イラストなど婉曲的であって

も効果効能を伝えてはいけません。科学的根拠科学的根拠科学的根拠科学的根拠にににに

基基基基づいたづいたづいたづいた適正適正適正適正なななな事実事実事実事実をををを表示表示表示表示し、結果として「美容

にいい」と結論づける必要があります。 

④ 医薬品のような用法用量の設定はできません。 

「１日３回を目安に･･･」と書けばいいかもしれま

せん。 

⑤ 健康保持増進効果は個々人によって異なり、現存

する製品の中で最高の効果を発揮することは立証

できないので、最上級に類する表現はできません。 

●健康食品の場合、とくに「「「「消費者消費者消費者消費者がががが医薬品医薬品医薬品医薬品とととと誤認誤認誤認誤認しししし    

てしまうてしまうてしまうてしまう表現表現表現表現」」」」をしないようにをしないようにをしないようにをしないように注意注意注意注意が必要です。 

また効果効能の断定表現に気をつけましょう。 

 

【【【【食品広告食品広告食品広告食品広告をををを今一度見直今一度見直今一度見直今一度見直してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう】】】】    

インターネット上のショッピングモールが発展し、

「言葉」「写真や絵」で商品を表現して魅力を伝える

必要性が高まっています。 

そこで、商品を販売・広告する際に気をつけるポイン

トを挙げてみました。 

●嘘嘘嘘嘘はははは書書書書かないことかないことかないことかないこと    

    根拠のない効果を書いてしまうことが、「虚偽」に

つながることもあります。 

●オーバーなオーバーなオーバーなオーバーな表現表現表現表現にににに注意注意注意注意することすることすることすること    

実際なものより優良という誤解を消費者に与えて

しまう可能性がないか、という視点で考えてみまし

ょう。 

●迷迷迷迷ったらったらったらったら相談機関相談機関相談機関相談機関をををを活用活用活用活用することすることすることすること 

厚生労働省や公正取引委員会・各都道府県保健衛生

所でも「食品表示」の相談窓口を設けています。 

 消費者からの相談だけではなく、事業者が既存の 

広告が適正かを相談することもできます。 

 

そもそも「「「「広告広告広告広告」」」」は顧客顧客顧客顧客のののの購入購入購入購入をををを促促促促すことをすことをすことをすことを第一第一第一第一のののの目目目目

的的的的として、商品やサービスの便益を分かりやすく表現

するものです。「「「「表示表示表示表示」」」」には、その商品の性能テスト

などで裏付けられた明確明確明確明確なななな根拠根拠根拠根拠が必要です。 

間違いなく、「広告表示」は顧客の購入を左右します。 

なんとなく良さそうで購入したが、期待はずれだっ

た････という顧客がいてはなりません。 

お客様が「食品広告」を見て、正しく商品・サービス

を理解し、その上で購入するような「情報伝達方法」

であることが必要です。 

 

今一度、正しい情報伝達方法としての「広告表現」を

考え直してみませんか？ 

 


